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公文書（館）に関連する主要法律 

公文書館法（昭和62年法律第115号） 全７条 ※議員立法 

国又は地方公共団体が設置する公文書館に関する事項を定める 
（国及び地方公共団体の責務、公文書館の目的等） 

国立公文書館法（平成11年法律第79号） 全14条 ※議員立法 

独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める 

公文書等の管理に関する法律（公文書管理法）（平成21年法律第66号） 全34条 ※閣法 

公文書等の管理に関する基本的事項を定める 
（行政文書等の作成・整理、歴史公文書等の移管、適切な保存・利用等） 
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＜ポイント＞ 
 

○行政文書の管理 
   （１） 行政機関の長又は職員が行うべき事項を規定 
       ① 作成： 経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務事業の実績が把握できる文書を作成 
       ② 整理： 行政文書を分類、名称付与、保存期間の満了する日等の設定、行政文書ファイル化、 
              できるだけ早期に移管か廃棄（レコードスケジュール）を設定 
       ③ 保存： 保存期間の満了する日まで、適切に保存 
       ④ 移管及び廃棄： 保存期間満了後、レコードスケジュールに従って移管又は廃棄、 
                    廃棄する場合は内閣総理大臣の同意が必要 
   （２） 行政機関の長は、行政文書の管理状況について、毎年度内閣総理大臣に報告 
   （３） 行政機関の長は、公文書管理委員会の調査審議、内閣総理大臣の同意を得て行政文書管理規則を策定 
   （４） 公文書管理に問題がある場合、内閣総理大臣により報告・資料提出要求、実地調査、勧告等 
 

○法人文書の管理 
      独立行政法人等の文書について、行政機関に準じて適正に管理 
 

○国立公文書館等における特定歴史公文書等の保存、利用等 
    ・ 特定歴史公文書は原則、永久保存（廃棄には公文書管理委員会の審議、内閣総理大臣の同意が必要） 
    ・ 個人情報の漏えい防止などの適切な保存、目録の公表 
    ・ 国民は、情報公開法類似の利用請求が可能。国立公文書館等には、 利用促進の努力義務 
    ・ 保存及び利用状況を毎年度内閣総理大臣に報告 
 

○公文書管理委員会 
    ・ 内閣総理大臣任命により内閣府に設置され、各行政機関の行政文書管理規則、勧告等について調査審議 

＜目的＞ 
 

    公文書が民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、国民が利用し得るものであることにかんがみ、 
    ①行政の適正かつ効率的 な運営、②政府の活動を現在及び将来の国民に説明する責務の全う、を目的 

 

公文書管理法の概要（平成21年７月１日公布、平成23年４月１日施行） 

3 



  諮問 
 （29条 
   １号 
   ２号） 

行政機関（の長） 内閣府（内閣総理大臣） 

公文書管理制度の全体像 

 保存（６条） 

(集中管理の推進) 

保存期間、移管or廃棄
等の設定を管理簿に
記載・公表（７条） 

文書管理規則の制定(10条) 

文書の作成(４条) 

 整理(５条) 

（保存期間、移管or廃棄
等を設定） 

事前協議 
 廃棄(８条) 

政令の制定・改廃 

同意(10条３項) 

管
理
状
況
の
把
握 

 報告取りまとめ 
・公表(９条２項) 

特別の報告徴収・ 
実地調査(９条３項) 

移管（８条） 

国立公文書館等 
（★以外は宮内公文書館、外交史料館も機能を有する） 

同意(８条２項) 

事前協議 

公文書管理
委員会 

調査・審議 
（28条、30条） 

報告 
（９条 
  １項） 

勧告(31条) 

諮問 
(29条 
３号) 

専門的技術的助言 
(国館法11条１項４号) 

特別の報告徴収・ 
実地調査(９条４項) 歴史公文書等の 

永久保存(15条) 
 ・日本国憲法 
 ・終戦の詔書 等 

国民 

情
報
公
開
請
求
（
情
報
公
開
法
） 

利
用
請
求
（16
条
） 

利用決定(16条) 
（全部利用／一部利用 
／利用認めない） 

利用(16条、19条) 
（閲覧／写し交付） 

利用制限の 
意見（８条３項） 

異
議
申
立
て

（21
条
１
項
） 

異議申立てに 
対する決定 

諮問 
(21条 
 ２項) 

研修 
(国館法11条１項６号） 

中間書庫による保存 
(国館法11条１項２号、３項２号） 

地方公共団体 

努力義務(34条) 

司法府 
内閣総理大臣と協議
して定めるところに
より、必要な措置を
講ずる。(14条１項) 

立法府 
内閣総理大臣と協議
して定めるところに
より、必要な措置を
講ずる。(14条１項) 

技術上の指導・助言 
(国館法11条３項１号) 

独立行政法人等 

内閣総理大臣通じ移管(14条) 

行政機関に準じた 
適正な管理(11条) 

内閣総理大臣への 
管理状況の報告(12条) 

意見の参酌 
（16条３項） 

ガイドラインの策定 

★ ★ 

★ ★ 

★ 
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